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17 委託料の支払方法

委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内にそ

の支払を行うものとする。ただし、受託者の請求により、必要があると認められる金額

については、概算払をすることができる。

なお、概算払の請求は、予算決算及び会計令第58条ただし書に基づく協議が整った日

以降とする。

18 実績報告書等の提出

委託事業が終了したとき（委託事業を中止し、又は廃止したときを含む ）は、委託。

事業の成果を記載した委託事業実績報告書を書面により支出負担行為担当官に提出する

こと。

なお、事業の成果については、公表用及び納品用を電子媒体（CD-R）としてそれぞれ

１部を別途提供すること。

19 成果品（著作権等）の帰属等

本事業により取得した著作権は、支出負担行為担当官が承継するものとする。

20 その他

（１）企画提案書等の作成・提出に当たっての注意事項

① 日本語で作成するものとする。

② 提出された企画提案書等は返却しない。

③ 企画提案書等の提出者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第５号）につ

いて企画提案書の提出前に確認しなければならず、企画提案書の提出をもってこれ

に同意したものとする。

④ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた

書類は、無効とする。

⑤ イベント等のスペース、装飾、各種許可申請等イベント実施に必要な事項につい

ては、下記の主催者側等に十分確認を行い、企画提案及び事業を実施すること。

International food & drink event

Reed ISG Japan KK 担当:中園 E-mail:nakazonot@reedexpo.co.jp

TEL:03-5575-7510

International Restaurant&Foodservice Show of New York 2013

Azix,Inc 担当：栗山 e-mail: foodshow@azix.net TEL:212-611-3690

（ ） 、 、「 」 。２ その他 不明な点については 21 応募・照会窓口 までお問い合わせ願いたい

なお、同様事業の過去の実施例につきましては、当省ホームページを参照願いたい。

21 応募・照会窓口

〒100-8950

東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省食料産業局輸出促進グループ






































